
○横手市建設工事共同企業体制度実施要綱 

平成１７年１０月１日 

告示第１６号 

改正 平成２０年１０月１日告示第１０９号 

平成２１年１２月２８日告示第１４７号 

令和４年３月１５日告示第２３号 

  令和５年１１月１日告示第２２０号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、市が発注する建設工事の競争入札に参加することができる共同企業体の資

格審査及びその他共同企業体に関し必要な事項を定めるものとする。 

（共同企業体の原則） 

第２条 市が発注する建設工事は、単体企業への発注を基本とするが、技術力の結集等により効

果的な施工が確保できると認められる適正な範囲で、共同企業体を活用することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、建設工事の規模、性格等に照らし共同企業体による施工が必要と

認められた建設工事において単体企業で施工できる者がいると認めた場合は、単体企業と共同

企業体の混合による入札とすることができる。 

（共同企業体の方式） 

第３条 共同企業体は、次の各号のいずれかの方式による。 

（１） 特定建設工事共同企業体 

（２） 経常建設共同企業体 

（特定建設工事共同企業体） 

第４条 特定建設工事共同企業体は、次項の規定に基づき特定の建設工事ごとに結成される共同

企業体をいう。 

２ 特定建設工事共同企業体の活用は、次による。 

（１） 対象工事は、技術的難度の高い建設工事（道路、橋りょう、下水道等の土木構造物で

あって大規模なもの及び大規模建築、大規模設備等の建設工事をいう。）等で、次の各号の

いずれかに該当するものとする。 

ア 設計金額が１億５，０００万円以上の道路、橋りょう、下水道等の土木工事 

イ 設計金額が２億円以上の建築工事 

ウ 設計金額が１億円以上の設備工事 

エ 設計金額が１億５，０００万円以上の解体工事 

（２） 構成員の数、組合せ、資格等は、次による。 

ア 構成員の数は、２者とする。ただし、特に大規模であって、多数の工種にわたる等の理

由により、技術力を結集する必要があると認められる建設工事については、３者又は４者



とすることができる。 

イ 構成員の組合せは、本市の入札参加有資格者名簿に登録された最上位等級に属する者の

みによるものとする。ただし、市長が充分な施工能力を有し、適正な共同施工が確保でき

ると認めたときは、第２位等級に属する者を含めた組合せができるものとする。 

ウ 構成員は、対象工事について次の要件を満たす者とする。 

（ア） 発注する工事に対応する工事種別について、本市の入札参加資格登録がなされて

いること。 

（イ） 当該工事に対応する業種について、建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下

「法」という。）第３条第１項の許可を有しての営業年数が５年以上あること。 

（ウ） 当該工事を構成する一部の工種を含む工種について、法第２条第５項の元請負人

として一定の実績があり、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。 

（エ） 当該工事に対応する許可業種に係る国家資格を有する法第２６条第１項の主任技

術者又は同条第２項の監理技術者を工事現場に専任で配置し得ること。 

エ 結成方法は、自主結成とする。ただし、市長が必要と認めるときは、予備指名の方法に

よることができる。 

（３） 出資比率は、構成員が自主的に定めるものとする。ただし、その最小出資比率は、次

のとおりとする。 

ア ２者の場合 ３０パーセント以上 

イ ３者の場合 ２０パーセント以上 

ウ ４者の場合 １５パーセント以上 

（４） 代表者は、円滑な共同施工を確保するため施工能力の大きい者とし、その出資比率は、

構成員中最大とする。 

３ 前項第１号の規定にかかわらず、単体企業による施工が必要と認められる工事である場合に

あっては、対象工事としないことができる。 

（経常建設共同企業体） 

第５条 経常建設共同企業体は、優良な建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、そ

の経営力及び施工力を強化するため、次項の規定に基づき結成される共同企業体をいう。 

２ 経常建設共同企業体の活用は、次による。 

（１） 対象工事は、単体の企業と同様に入札参加資格を有する業種及び等級に応じた工事と

する。ただし、発注標準額の上限は、単体の企業とは別に設ける。 

（２） 構成員の数、組合せ、資格等は、次による。 

ア 構成員の数は、２者とする。 

イ 組合せは、同一工種同一等級に属する者によるものとする。ただし、工種については、

一般土木工事又は建築一式工事に限る。 



ウ 構成員は、対象工事について次の要件を満たす者とする。 

（ア） 入札参加資格を申請する業種について、申請時に単体の企業として本市の市内業

者入札参加有資格者名簿登録がなされていること。 

（イ） 入札参加資格を申請する業種について、法第３条第１項の許可を有しての営業年

数が原則として５年以上あること。 

（ウ） 入札参加資格を申請する業種について、法第２条第５項の元請負人として一定の

実績を有すること。 

（エ） 当該許可業種に係る国家資格を有する法第２６条第１項の主任技術者又は同条第

２項の監理技術者を工事現場に専任で配置し得ること。 

エ 結成方法は、自主結成とする。 

（３） 出資比率は、構成員が自主的に定めるものとする。ただし、その最小出資比率は、３

０パーセントとする。 

（４） 代表者は、構成員が自主的に定めるものとする。 

３ 経常建設共同企業体が、入札参加資格申請をしようとする場合、当該経常建設共同企業体の

構成員は、他の経常建設共同企業体の構成員となることはできないものとする。ただし、当該

経常建設共同企業体の構成員以外の者と継続的な協業関係を確保でき、当該経常建設共同企業

体と業種が重複しない場合に限り、他の一の経常建設共同企業体の構成員となることができる。 

（入札参加資格申請） 

第６条 共同企業体を結成して競争入札に参加を希望する建設業者は、共同企業体入札参加資格

申請書（様式第１号又は様式第２号）に共同企業体協定書（様式第３号）を添付して、資格審

査を申請しなければならない。 

（資格審査） 

第７条 前条に規定する入札参加資格申請書を提出した共同企業体については、次により資格審

査を行う。 

（１） 客観的事項の審査 法第２７条の２３の規定に基づく経営事項審査の項目及び基準に

よるものとし、経営規模、経営状況に係る評点及びその他の評点項目は、次のとおりとする。 

ア 経営規模は、各構成員の年間平均完成工事高、自己資本額及び職員数のそれぞれの和と

する。 

イ 経営状況分析に係わる評点は、構成員について算出される経営状況分析得点の平均値に

よる。 

ウ その他の評点項目は、技術職員数については、各構成員の技術職員数の和とし、営業年

数については、構成員の営業年数の平均値による。 

（２） 主観的事項の審査 主観的事項の審査については、横手市建設工事入札参加者資格審

査要綱（平成１７年横手市告示第１４号。以下「要綱」という。）に基づき行う。 



（等級格付） 

第８条 市長は、資格審査を行った結果、入札参加資格があると認められる経常建設共同企業体

について要綱の基準により等級格付し、市内建設業者有資格者名簿に登載するものとする。 

（共同企業体の指名の基準） 

第９条 共同企業体の指名の基準は、横手市建設工事等の指名の基準に関する運用基準（平成１

７年横手市訓令第４５号）に定める。 

（入札書） 

第１０条 競争入札における共同企業体の入札書には、共同企業体の代表者が記名押印しなけれ

ばならない。 

（契約書） 

第１１条 工事請負契約書には、共同企業体の代表者及び構成員の代表者全員が記名押印しなけ

ればならない。 

（代表者の権能） 

第１２条 工事の監督、請負代金の支払等契約に基づく行為については、共同企業体の代表者を

相手方とするものとする。 

（共同企業体の特例） 

第１３条 第２条から前条までの規定にかかわらず、市長は、特別の事情があると認めたときは、

別に定める基準によって結成された共同企業体を活用することができる。 

（その他） 

第１４条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成１７年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の横手市建設工事共同企業体運用要綱（平成１５

年横手市告示第１２号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規

定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成２０年１０月１日告示第１０９号） 

この告示は、平成２０年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２１年１２月２８日告示第１４７号） 

この告示は、平成２２年１月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月１５日告示第２３号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

   附 則（令和５年１１月１日告示第２２０号） 

 この告示は、令和５年１１月１日から施行する。    



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第６条関係） 

様式第２号（第６条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

 


